
規 
 

則 

 
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
九
―
三 

 
 

 

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
九
―
一
）
の
全
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
四
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
職
員
の
定
年
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
勤
務
延
長
に
係
る
任
命
権
者
） 

第
二
条 

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
任
命
権
者
に
は
、
併
任
（
現
に
職
員
の
職
に
任
用
さ
れ
て
い

る
職
員
を
、
そ
の
職
を
保
有
さ
せ
た
ま
ま
、
他
の
職
に
任
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
係
る
職
の
任
命
権
者
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

（
勤
務
延
長
に
係
る
職
員
の
同
意
） 

第
三
条 

条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
の
同
意
は
、
書
面
に
よ
り
得
る
も

の
と
す
る
。 

 

（
勤
務
延
長
に
係
る
他
の
任
命
権
者
に
対
す
る
通
知
） 

第
四
条 

任
命
権
者
は
、
勤
務
延
長
（
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
引
き
続
き
勤

務
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
、
勤
務
延
長
の
期
限
（
同
項
の
期
限
又

は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
延
長
す
る
場
合

及
び
勤
務
延
長
の
期
限
を
繰
り
上
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が
任
命
権
者
を
異
に
す
る
職
に

併
任
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
併
任
に
係
る
職
の
任
命
権
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
定
年
に
達
し
て
い
る
者
の
任
用
の
制
限
） 

第
五
条 

任
命
権
者
は
、
採
用
し
よ
う
と
す
る
職
に
係
る
定
年
に
達
し
て
い
る
者
を
、
当
該
職
に

採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
か
つ
て
職
員
で
あ
っ
た
者
で
、
任
命
権
者
の
要
請
に

応
じ
、
引
き
続
き
国
家
公
務
員
の
職
、
他
の
地
方
公
共
団
体
に
属
す
る
地
方
公
務
員
の
職
、
特

別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
の
職
又
は
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼

玉
県
条
例
第
十
八
号
）
第
八
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等

職
員
の
職
に
就
き
、
引
き
続
い
て
こ
れ
ら
の
職
に
就
い
て
い
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
職
の
う
ち
一



の
職
か
ら
他
の
職
に
一
回
以
上
引
き
続
い
て
異
動
し
た
者
を
含
む
。
）
を
、
当
該
職
に
係
る
定

年
退
職
日
（
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
前
に
採
用
す

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
職
に
係
る
定
年
に
達
し
て
い

る
職
員
を
、
当
該
職
に
係
る
定
年
退
職
日
後
に
、
当
該
職
に
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
勤
務
延
長
職
員
（
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る
職
員
を
い
う
。
次
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
特
別

の
事
情
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
勤
務
延
長
等
に
係
る
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
） 

第
六
条 

任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
職
員
に
当
該
任
命
権

者
が
定
め
る
人
事
異
動
通
知
書
（
以
下
「
人
事
異
動
通
知
書
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合
の
う
ち
、
人
事
異
動
通
知
書

の
交
付
に
よ
ら
な
い
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
異
動
通
知
書
に
代
わ
る
文
書
の
交

付
そ
の
他
適
当
な
方
法
を
も
っ
て
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

職
員
が
定
年
退
職
（
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
す
る
場
合 

 

二 

勤
務
延
長
を
行
う
場
合 

 

三 

勤
務
延
長
の
期
限
を
延
長
す
る
場
合 

 

四 

勤
務
延
長
の
期
限
を
繰
り
上
げ
る
場
合 

 

五 

勤
務
延
長
職
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
た
こ
と
に
よ
り
、
勤
務
延
長
職
員
で

は
な
く
な
っ
た
場
合 

 

六 

勤
務
延
長
の
期
限
の
到
来
に
よ
り
職
員
が
当
然
に
退
職
す
る
場
合 

 

（
勤
務
延
長
に
係
る
報
告
） 

第
七
条 

任
命
権
者
は
、
毎
年
六
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
度
に
定
年
に
達
し
た
職
員
に
係
る
勤
務

延
長
の
事
由
及
び
期
限
の
状
況
を
人
事
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
管
理
監
督
職
に
含
ま
れ
る
職
） 

第
八
条 

条
例
第
六
条
第
三
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
と

す
る
。 

 

一 

室
長
付
、
会
計
管
理
者
付
、
部
付
、
課
付
、
所
付
（
校
に
あ
っ
て
は
校
付
、
場
に
あ
っ
て

は
場
付
）
、
室
付
、
隊
付
、
方
面
本
部
付
、
学
校
付
、
署
付
及
び
局
付
の
職
（
条
例
第
六
条

第
一
号
に
掲
げ
る
職
（
警
察
官
以
外
の
警
察
職
員
に
あ
っ
て
は
、
次
号
に
掲
げ
る
職
を
含

む
。
）
と
同
等
で
あ
る
と
し
て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

二 

警
察
官
以
外
の
警
察
職
員
の
職
の
う
ち
、
調
査
官
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人

事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
職
（
前
号
に
掲
げ
る
職
に
就
く
場
合
を
含
む
。
） 



 

（
異
動
期
間
の
延
長
に
係
る
任
命
権
者
） 

第
九
条 

条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
任
命
権
者
に
は
、
併
任
に
係
る
職
の
任
命
権
者
は
含
ま
れ
な

い
も
の
と
す
る
。 

 

（
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
に
組
織
の
変
更
等
が
あ
っ
た
場
合
） 

第
十
条 

条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督

職
を
占
め
る
職
員
が
、
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
当
該
管
理
監
督
職
の
業
務
と
同
一
の
業
務
を
行

う
こ
と
を
そ
の
職
務
の
主
た
る
内
容
と
す
る
他
の
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
と
な
る
場
合

は
、
当
該
他
の
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
は
、
当
該
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職

を
引
き
続
き
占
め
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

 

 

（
特
定
管
理
監
督
職
群
を
構
成
す
る
管
理
監
督
職
） 

第
十
一
条 

条
例
第
九
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
監
督
職
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
と
す
る
。 

 

一 

児
童
相
談
所
の
特
定
管
理
監
督
職
群 

児
童
相
談
所
の
所
長
及
び
副
所
長 

 

二 

県
立
学
校
の
特
定
管
理
監
督
職
群 

県
立
の
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の

校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭 

 

三 

市
町
村
立
学
校
の
特
定
管
理
監
督
職
群 

市
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学

校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭 

 

（
条
例
第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
任
用
） 

第
十
二
条 

条
例
第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
管
理
監
督
職
群
に
属
す
る
管

理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
の
う
ち
い
ず
れ
を
そ
の
異
動
期
間
を
延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
管
理

監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
、
又
は
当
該
管
理
監
督
職
が
属
す
る
特
定
管
理
監
督
職
群

の
他
の
管
理
監
督
職
に
降
任
し
、
若
し
く
は
転
任
す
る
か
は
、
任
命
権
者
が
、
人
事
評
価
の
結

果
、
人
事
の
計
画
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、
最
も
適
任
と
認
め
ら
れ
る
職
員
を
、
公

正
に
判
断
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
延
長
し
た
異
動
期
間
の
期
限
の
繰
上
げ
） 

第
十
三
条 

任
命
権
者
は
、
条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長

し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
到
来
前
に
同
条
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
異
動
期
間
の
期
限
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
異
動
期
間
の
延
長
に
係
る
他
の
任
命
権
者
に
対
す
る
通
知
） 

第
十
四
条 

任
命
権
者
は
、
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
場
合
、
前
条
の

規
定
に
よ
り
異
動
期
間
の
期
限
を
繰
り
上
げ
る
場
合
及
び
異
動
期
間
の
延
長
の
事
由
の
消
滅

に
よ
り
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が
任
命
権
者
を
異
に
す
る
職
に
併

任
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
併
任
に
係
る
職
の
任
命
権
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 



 

（
異
動
期
間
の
延
長
等
に
係
る
職
員
の
同
意
） 

第
十
五
条 

条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
職
員
の
同
意
は
、
書
面
に
よ
り
得
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
他
の
職
へ
の
降
任
等
及
び
異
動
期
間
の
延
長
等
に
係
る
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
） 

第
十
六
条 

任
命
権
者
は
、
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
る
場
合

に
は
、
職
員
に
人
事
異
動
通
知
書
を
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
職
員
に
人
事
異
動
通
知
書

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
場
合 

 

二 

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
の
期
限
を
繰
り
上
げ
る
場
合 

 

三 

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
し
た
後
、
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
が

当
該
職
員
の
年
齢
を
超
え
る
管
理
監
督
職
に
異
動
し
、
当
該
管
理
監
督
職
に
係
る
管
理
監
督

職
勤
務
上
限
年
齢
に
達
し
て
い
な
い
職
員
と
な
っ
た
場
合 

 

（
異
動
期
間
の
延
長
に
係
る
報
告
） 

第
十
七
条 

任
命
権
者
は
、
毎
年
六
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
の
四
月
二
日
か
ら
そ
の
年
の
四
月
一

日
ま
で
の
間
に
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め

る
職
員
に
係
る
当
該
異
動
期
間
の
延
長
の
状
況
を
人
事
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
定
年
前
再
任
用
希
望
者
に
明
示
す
る
事
項
及
び
定
年
前
再
任
用
希
望
者
の
同
意
） 

第
十
八
条 

任
命
権
者
は
、
定
年
前
再
任
用
（
条
例
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
定
年

前
再
任
用
を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
希
望
者
」
と
い
う
。
）
に

定
年
前
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
給
与
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
そ
の
他
任
命
権
者
が
必

要
と
認
め
る
事
項
を
明
示
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
定
年
前
再
任
用
希

望
者
の
定
年
前
再
任
用
ま
で
の
間
に
、
明
示
し
た
事
項
の
内
容
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と

す
る
。 

 

（
定
年
前
再
任
用
の
選
考
に
用
い
る
情
報
） 

第
十
九
条 

条
例
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
定

年
前
再
任
用
希
望
者
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。 

 

一 

能
力
評
価
及
び
実
績
評
価
の
全
体
評
語
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
く
従
前

の
勤
務
実
績 

 

二 

定
年
前
再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
に
必
要
と
さ
れ
る
経
験
又
は
資
格
の
有
無
そ
の
他

定
年
前
再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
上
必
要
な
事
項 

 

（
定
年
前
再
任
用
に
係
る
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
） 

第
二
十
条 

任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
職
員
に
人
事
異
動



通
知
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
の
う
ち
、
人
事

異
動
通
知
書
の
交
付
に
よ
ら
な
い
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
異
動
通
知
書
に
代
わ

る
文
書
の
交
付
そ
の
他
適
当
な
方
法
を
も
つ
て
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

一 

定
年
前
再
任
用
を
行
う
場
合 

 

二 

任
期
の
満
了
に
よ
り
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
条
例
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
）
が
当
然
に
退
職
す
る
場
合 

 

（
定
年
前
再
任
用
に
係
る
報
告
） 

第
二
十
一
条 

任
命
権
者
は
、
毎
年
六
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
度
に
お
け
る
定
年
前
再
任
用
の
状

況
を
人
事
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
雑
則
） 

第
二
十
二
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
定
年
等
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
定
年
前
再
任
用
の
手
続
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
暫
定
再

任
用
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県

条
例
第
三
十
一
号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第

三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。 

以
下
同
じ
。
）
の
手
続
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
の
準
用
） 

第
二
条 

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
令
和

四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
及
び
職
員
等
） 

第
三
条 

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
は
、
次
に

掲
げ
る
職
の
う
ち
、
当
該
職
が
基
準
日
（
同
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
け

る
新
定
年
条
例
定
年
（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
新
定
年
条
例
定

年
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年

（
同
日
が
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
令
和
四
年
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
四
号
。
以



下
「
旧
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
に
準
じ
た
年
齢
）
を
超
え
る
職
（
当

該
職
に
係
る
定
年
が
新
定
年
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
職
に
限
る
。
）
と

す
る
。 

 

一 
基
準
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職 

 

二 

基
準
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職 

２ 

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
前
項
に

規
定
す
る
職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お

け
る
当
該
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
（
同
日
が
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、

旧
定
年
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
に
準
じ
た
年
齢
）
に
達
し
て
い
る
職
員
と
す
る
。 

３ 

第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
明
示
す
る
事
項
） 

第
四
条 

任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
暫
定
再
任
用
を

さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
給
与
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務

時
間
そ
の
他
任
命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
暫
定
再
任
用
の
選
考
に
用
い
る
情
報
） 

第
五
条 

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
情
報
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。 

 

一 

能
力
評
価
及
び
実
績
評
価
の
全
体
評
語
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
く
従
前

の
勤
務
実
績 

 

二 

暫
定
再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
に
必
要
と
さ
れ
る
経
験
又
は
資
格
の
有
無
そ
の
他
暫

定
再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
上
必
要
な
事
項 

 

（
暫
定
再
任
用
に
係
る
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
） 

第
六
条 

任
命
権
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
職
員
に
人
事
異
動
通
知
書
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
の
う
ち
、
人
事
異
動
通
知

書
の
交
付
に
よ
ら
な
い
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
異
動
通
知
書
に
代
わ
る
文
書
の

交
付
そ
の
他
適
当
な
方
法
を
も
っ
て
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

暫
定
再
任
用
を
行
う
場
合 

 

 

二 

暫
定
再
任
用
職
員
の
任
期
を
更
新
す
る
場
合 

 

 

三 

任
期
の
満
了
に
よ
り
暫
定
再
任
用
職
員
が
当
然
に
退
職
す
る
場
合 

 

（
暫
定
再
任
用
に
係
る
報
告
） 

第
七
条 

任
命
権
者
は
、
毎
年
六
月
末
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
人
事
委
員
会
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

一 

前
年
度
に
お
け
る
暫
定
再
任
用
の
状
況 

 
二 

前
年
度
に
お
け
る
暫
定
再
任
用
職
員
の
任
期
の
更
新
の
状
況 

 
（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
十
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
並
び
に

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
及
び
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
） 

第
八
条 

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
十
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
は
、

次
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
、
当
該
職
が
基
準
日
（
同
条
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に

お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
（
新
定
年
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
短
時
間
勤
務
の
職
」
と
い
う
。
）
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務

を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し

た
場
合
に
お
け
る
新
定
年
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
を
超
え
る
短
時
間
勤
務
の
職

（
当
該
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
が
新
定
年
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

定
年
で
あ
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

 

一 

基
準
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職 

 

二 

基
準
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職 

２ 

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
十
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る

職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該

職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
者
と
す
る
。 

３ 

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
十
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合

に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
す
る
。 

  


